
第２次八代市地域公共交通計画（案）

◆ 「八代市総合計画」を上位計画として、「公共交通の充実したまちづくり」を推進していくための計画として、「地域公共交通の
活性化及び再生に関する法律」等に基づき策定するもの。
(国の補助を受ける場合には対象となる系統等を本計画に位置付ける必要あり。）

◆現「八代市地域公共交通計画」（令和２年１０月策定）の期間満了に伴い、現計画で解決に取り組んできた公共交通の諸課題に
継続的に対応しつつ、新しく生じた諸課題の解決を図り、 「八代市総合計画」に掲げる将来像の実現に寄与する公共交通体系の
構築及び確保・維持を目的とし、策定する。

対象地域 八代市全域 計画期間 令和８年４月～令和１３年３月（５年間）

市民の多様な移動ニーズに対応し、日常生

活を支える公共交通
生活を支える

地域の暮らしを支える公共交通地域を支える

中心市街地の活性化や観光振興による

にぎわいを創る公共交通

まちのにぎわいを

創る

新しい社会生活に対応する公共交通
新しい社会に

対応する

環境にやさしい公共交通環境を守る

市民、事業者、行政が連携してつくる

公共交通
みんなでつくる

上位関連計画に示されている将来像や、まちづくりの方向性、公共
交通に関する施策等を踏まえ、地域公共交通のあり方を設定

将来ネットワークイメージ



第２次八代市地域公共交通計画（案）

地域公共交通の課題・基本目標・施策・評価方法
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